
国保・後期高齢者医療・重度医療・ひとり親医療
町民課 国保医療給付係

☎ 42-2633
問保険証を更新します

　現在お使いの国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、重度医療・ひとり親医療の受給者証は、
７月31日で有効期限が切れるため、更新が必要です。
　保険証や受給者証の種類によって更新の方法が異なります。忘れずに更新してください。
　　▶新しい保険証は、８月１日からお使いください。
　　▶現在お使いの保険証は、８月１日以降にご自分で破棄してください。

手続き不要

国民健康保険 緑色→エンジ色に

７月下旬にご自宅へ保険証を郵送します

　限度額適用認定証、限度額適用・標準負担
額減額認定証は自動で更新されません。
　必要な方は、役場（各支所）で改めて申請し
てください。

手続きが必要です

重度医療受給対象者

７月中にご自宅へ
 更新申請書と受給者証を郵送します

　更新申請書は、必ず役場または各支所へ提
出してください。
　郵送でもかまいません。

手続き不要

後期高齢者医療保険

７月中旬にご自宅へ
保険証と保険料額決定通知書を

大きい封筒で一緒に郵送します

①　保険証（白い封筒に入っています）

②　保険料額決定通知書

注意  保険証は、色が変わります。
　　　 お取り替えの際は、お間違えのないよ

うご注意ください。
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カバーが傷んだり、古くなっている場合は、町民課または各支所で新しいものに交換できます

手続きが必要です

ひとり親医療受給対象者

７月中にご自宅へ更新申請書を郵送します

　更新申請書が届いたら、役場または各支所
で手続きして新しい受給者証をお受け取りく
ださい。

※郵送でも手続きできます。
　（受給者証は、後日、ご自宅へ郵送します）

（ピンク色の用紙）
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